
経営管理本部 労安部長 ｼｽﾃﾑ管理者 総括安全管理者 衛生管理者

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ９月 １２月 ３月 ６月 全期

・月1回の開催と作業所長等への周知　 毎月第3木曜日

・安全衛生目標達成の為の実施事項確認

随時

・監査員へのｼｽﾃﾑ監査指導事項の水平展開 随時

随時

随時

100%

100%

100%

・店社安全パトロール (毎月第2水曜日)

(毎月1回)

4回/年

・パトロール結果の公表（安全衛生委員会資料）　 毎月

10月1．2日

年1回

100%

100%

100%

・毎月安全パトロールで確認

・68期1年間、365日休業災害ゼロの達成を目指す。 100% 前期末735日7．無災害

・新規入場者調査時の血圧測定及び毎
　作業前の血圧測定(60歳以上)実施管理
　化学物質のリスクアセスメントの実施

ｼｽﾃﾑ各級管理者

・毎月長時間労働者への面接指導・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ 経営管理本部

労働安全部

6．健康管理 ・健康診断有所見者の継続治療の啓発 経営管理本部

・安全衛生協力会総会及び安全大会 経営管理本部

労安部長

5．年度行事計画 ・定期健康診断及びストレスチェック 経営管理本部

・足場からの墜落防止 ･店社特別パトロール 労安部長
 対策 の強化関係点検

4．パトロール 労安部長・部会長

・部会ﾊﾟﾄﾛｰﾙ　・作業所長巡回内容の確認
(安衛則の一部改正)

・建設物設置届の審査及び支援
（88条関係届）

各本部審査委員長

・危険作業の特定・計画の審査（解体工事）
　石綿含有建材の確認

土木、建築事業本部

3．施工計画審査 ・工事安全衛生計画書の審査及び支援 土木、建築事業本部

・技能講習、特別講習、職長教育等の受講 ｼｽﾃﾑ各級管理者
（外部教育機関等）

・熱中症予防・新入社員雇入れ時安全教育 労安部長

ｼｽﾃﾑ各級管理者

　　システム委員会

2．安全衛生教育 ・部会での大河原建設COHSMSの周知教育 ｼｽﾃﾑ各級管理者

１．安全衛生委員会 安全衛生委員長・委員

安全衛生目標

（１）　作業所における職長・安全衛生責任者は5年以内の能力向上教育受講者とする。・・・・＜職長等が主となった安全施工サイクルが運用されることで事故の軽減につながる。＞
（２）　既存設備撤去による事故を０件とする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜既存設備の電気設備、ガス設備を破損することは、作業員の感電事故、ガス爆発事故等に直結する事案とな
る。＞
（３）　作業所において「３・３・３運動」「グーパー運動」ポスター掲示率100％とする。・・・・・・・＜重機災害、揚重機災害防止の為、社内標準としてルール化し災害の撲滅を図る。＞
（４）　足場からの墜落・転落災害防止のため足場組立、変更後及び作業開始前の点検を100%実施する。・・＜足場の点検により不備を減らし、災害発生の撲滅を図る。＞
（５）　作業所の安全衛生目標の達成状況、方策をパトロールにて確認する。・・・・・・・・＜作業所で目標達成の認識を現場職員、作業員に水平展開するため、店社パトロールにて実施状況を確認する。＞

重点実施事項 実　施　項　目　・管 理 目 標 実施担当者
実　施　計　画 四半期ごとの結果、評価　（％）

令和４年度（第68期）安全衛生管理計画書 大河原建設株式会社
令和4年7月1日～令和5年6月30日

NO.14-3-01-01

安全衛生方針

 大河原建設株式会社は、施工に関する全ての活動において､建設工事に従事する全ての人々が心身共に健康的で安全な
職場環境の向上と整備に努め、労働災害の防止を図り、社会からも信頼される企業を目指す。

①労働安全衛生法その他の関係諸法令、社内の安全衛生管理規定を遵守する。
②建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）を適切に実施・運用する。
③当社は関係する協力会社と共に、建設工事に従事する全ての者の協力の元、安全衛生管理活動を向上させる。

社長
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